
一

（
厚
生
労
働
委
員
会
）

大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
号
）
（
衆
議
院
送

付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
医
療
及
び
産
業
の
分
野
に
お
け
る
大
麻
の
適
正
な
利
用
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
濫
用
に
よ
る
保
健
衛
生
上

の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
大
麻
草
か
ら
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
の
施
用
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
有
害
な
大
麻
草
由

来
成
分
の
規
制
、
大
麻
の
施
用
等
の
禁
止
、
大
麻
草
の
栽
培
に
関
す
る
規
制
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
大
麻
取
締
法
に
お
け
る
大
麻
か
ら
製
造
さ
れ
た
医
薬
品
の
施
用
・
受
施
用
等
を
禁
止
す
る
規
制
及
び
当
該
規
制
に
関
す
る

罰
則
の
規
定
を
削
除
す
る
。

二
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
以
下
「
麻
向
法
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
麻
薬
の
定
義
に
大
麻
を
追
加
す
る
。

三
、
「
六
ａ
・
七
・
八
・
十
ａ
―
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
―
六
・
六
・
九
―
ト
リ
メ
チ
ル
―
三
―
ペ
ン
チ
ル
―
六
Ｈ
―
ジ
ベ
ン
ゾ

〔
ｂ
・
ｄ
〕
ピ
ラ
ン
―
一
―
オ
ー
ル
（
別
名
デ
ル
タ
九
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
カ
ン
ナ
ビ
ノ
ー
ル
）
及
び
そ
の
塩
類
」
等
を
麻
向
法

に
お
け
る
麻
薬
に
追
加
す
る
。



二

四
、
そ
の
濫
用
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
し
な
い
量
と
し
て
政
令
で
定
め
る
量
以
下
の
デ
ル
タ
九
テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
カ

ン
ナ
ビ
ノ
ー
ル
及
び
そ
の
塩
類
を
含
有
す
る
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
麻
薬
を
含
有
し
な
い
も
の
を
、
麻
向
法
に
お
け
る

麻
薬
か
ら
除
外
す
る
。

五
、
大
麻
取
締
法
の
題
名
を
「
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。
同
法
は
、
大
麻
草
の
栽
培
の
適
正
を
図

る
た
め
に
必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
麻
向
法
と
相
ま
っ
て
、
大
麻
の
濫
用
に
よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
を
防
止

し
、
も
っ
て
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六
、
大
麻
草
の
栽
培
に
関
す
る
免
許
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
て
、
大
麻
草
か
ら
製
造
さ
れ
る
製
品
（
大
麻

草
と
し
て
の
形
状
を
有
し
な
い
も
の
を
含
み
、
種
子
又
は
成
熟
し
た
茎
の
製
品
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に

限
る
。
）
の
原
材
料
を
採
取
す
る
目
的
で
大
麻
草
を
栽
培
す
る
「
第
一
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
、
厚
生
労
働
大
臣
の
免
許

を
受
け
て
、
医
薬
品
の
原
料
を
採
取
す
る
目
的
で
大
麻
草
を
栽
培
す
る
「
第
二
種
大
麻
草
採
取
栽
培
者
」
及
び
大
麻
草
を
研

究
す
る
目
的
で
大
麻
草
を
栽
培
す
る
「
大
麻
草
研
究
栽
培
者
」
に
区
分
す
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。


